
完
軍
圃
昌
平
調

M
n
=
?
-
目
第
昌
司
事
am働
圏
可
《
毎
鬼
一
圃
一
日
現
時
》
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議

輔

載

体

調

酬

越

京

段
別
割
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
漁
師
牢
博
士
一
押
戸
正
雄

教
事
的
経
済
撃
の
論
理
的
構
造
・
・
・
女
皐
博
士
米
田
庄
太
郎

貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
交
皐
博
士
高
田
保
馬

時

論

米
債
基
準
設
定
に
就
い
て
・
・
・
・
・
・
空
宮
工
八
木
芳
之
助

LA
叫

苑

岡

家

経

費

の

轄

嬢

に

就

い

て

経

済

撃

士

小

山

田

小

七

統
計
の
解
説
、
批
判
、
解
折
・
・
・
経
済
畢
土
地
川
虎
三

経
済
表
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
空
古
車
士
柴
田
敬

都

棺

位

陣

生
産
費
画
数
と
生
産
費
逓
増
減
目
法
則
空
主
主
高
森
晋

吋
耕
一
組
問
碕
築
夫
業
の
季
節
的
愛
動
・
・
経
済
墜
士
盆
田
熊
雄

人
口
定
数
観
考
・
・
・
・
・
・
・
・
法
撃
博
士
財
部
静
治

市

首

ム

下

正

米

市

場

規

則除

阿

倍

跡

新
著
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



法

A 
可a

涜

t会、
内V

正
米
市
場
規
則

商
工
省
令
第
四
球

(
昭
和
五
年
四
月
十
七
日
)

第
一
傑
正
米
市
場
ヲ
開
設
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
商
工
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受

ク
ペ
シ

第
二
傑
正
米
市
場
品
於
テ
ハ
米
ノ
外
多
、
大
一
足
芙
ノ
他
ノ
雑
穀
又
山

肥
料
ヲ
モ
寅
買
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

世
帯
一
-
一
保
正
米
市
場
ハ
替
利
ヲ
白
内
ト

k
F
L川
法
人
叉
ハ
米
ノ
資
質
若

円
其
ノ
仲
立
ヲ
業
ト
ス
ル
尚
人
ノ
組
合
ヱ
押
ザ
レ
パ
之
ヲ
開
設
ス
ル

ヨ
ト
ヲ
得
ズ

第
四
傑
正
米
市
場
ノ
開
設
者
ハ
業
務
規
程
ヲ
設
ヶ
左
二
惜
グ
ル
事
項

'
ヲ
規
定
ス
ベ
シ

一
市
場
ノ
名
稽
及
位
置

二
賀
買
物
件
品
開
ス
ル
事
項

三
市
場
管
理
者
=
閲
ス
ル
事
項

四
市
場
ノ
開
閉
品
目
剛
Z

ル
事
項

五
費
買
叉
戸
仲
立
ヲ
鴛
ス
者
ュ
閥
ス
ル
事
項

占
ハ
賓
寅
又
ハ
仲
立
ノ
方
法
品
目
醐
ス
ル
事
項

七
肺
場
開
設
者
ノ
収
受
ス
ル
手
数
料
其
ノ
他
ノ
料
金
=
閥
λ

ル
事

入
賞
貨
又
ハ
仲
立
ヲ
魚
ス
者
ノ
収
受
ス
ル
手
数
料
其
ノ
他
ノ
料
金

=
開
ス
ル
事
項

九
標
準
値
段
/
決
定
方
法
=
閥
ス
ル
事
項

十
寅
買
ノ
違
約
=
関
ス
ル
事
項

業
務
規
程
ハ
商
工
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

第
五
傑
正
米
市
場
ノ
関
設
者
丹
市
場
管
理
者
ヲ
定
メ
之
ヲ
商
工
大
臣

品
届
出
ヅ
ベ

U

第
六
傑
正
米
市
場
-
一
一
於
ケ
ル
費
貫
ノ
受
渡
期
限
ハ
責
買
成
立
ノ
日
ヨ

H
起
算
hv
五
日
ヲ
超
ユ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ズ

第
七
傑
正
米
市
場
昆
於
ケ
ル
費
買
ハ
差
金
ノ
授
受
品
依
リ
其
ノ
決
済

第
三
十
一
巻

O 
i¥. 

第
二
波

五

ヲ
鴛
ス
コ
ド
ヲ
得
JI

第
八
係
正
米
市
場
ノ
開
設
者
ハ
左
二
幅
グ
ル
書
類
各
ニ
通
ヲ
作
成
u
y

遅
滞
ナ
タ
才
ヲ
商
工
大
臣
及
地
方
長
官
三
差
出
ス
ベ
hv

、

一
毎
日
標
準
値
段
表

二
毎
日
費
買
高
表

三
毎
期
牧
支
決
算
書
及
事
業
報
告
書

浦
項
第
一
同
協
及
第
二
放
=
摘
グ
ル
書
類
ハ
毎
月
末
日
之
ヲ
品
開
成
Z

4

第
九
傑
商
工
大
臣
叉
ハ
地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
泌
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
正

米
市
場
ノ
業
務
ノ
吠
兆
ヲ
報
告
セ
シ
メ
又
ハ
官
吏
ヲ
シ
テ
正
米
市
場

ノ
開
設
者
叉
ハ
賓
買
若
ハ
仲
立
ヲ
魚
ス
者
ノ
業
務
、
講
類
、
師
簿
又

ハ
財
産
ヲ
検
査
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
傑
商
工
大
臣
必
要
ア
リ
ト
認
メ

F
ル
ト
キ
ハ
業
務
規
陸
ノ
獲
更

ヲ
命
、
ン
且
(
ノ
也
監
督
上
必
要
ナ
ル
庭
分
7

知
λ

つ
ト
ヲ
得

第
十
一
傑
商
工
大
臣
ρ

正
米
市
場
ノ
開
設
者
、
市
場
管
理
者
叉
μ

責

買
若
ハ
仲
立
ヲ
魚
ス
者
ノ
行
馬
ず
法
令
↓
ハ
商
工
大
臣
ノ
慮
分
z

違

反
シ
叉
ハ
公
往
ヲ
害
ス
ル
ノ
虞
ア
ロ
ト
認
メ

9
ル
ト
キ
ハ
正
米
市
場

開
設
ノ
許
可
ヲ
取
消
し
V

叉
ハ
市
場
管
理
者
ノ
吹
任
叉
ハ
市
場
=
於
ケ

ル
費
買
若
ハ
仲
立
ノ
禁
止
若
ρ

停
止
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
傑
正
米
市
場
ヲ
藤
止
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ー
ノ
事
由
ヲ
具
シ
遅
滞

ナ
ク
之
ヲ
溺
工
大
臣
-
一
属
出
ヅ
ベ
シ

第
十
三
傑
本
則
二
悼
リ
商
工
大
臣
-
二
差
出
ス
ベ
キ
書
類
ハ
地
方
長
官

ヲ
経
由
λ

ベ
シ

第
十
四
傑
許
可
ヲ
受
ケ

f
r
7正
米
市
場
ヲ
開
設
シ
タ
ル
者
ρ

一一一筒

月
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
百
園
以
下
ノ
罰
金
=
鹿
ス

附

則

本
則
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

明
治
二
十
九
年
農
商
務
省
令
第
}
競
ハ
之
ヲ
駿
止
ス

明
治
二
十
九
年
農
商
務
省
令
第
一
時
誠
二
世
リ
テ
許
可
ヲ
受
ケ
本
則
施
行

ノ
際
現
旦
米
ノ
市
場
ヲ
開
設
ス
ル
者
ハ
木
則
施
行
ノ
日
ヨ

P
二
年
ヲ
眼

リ
侭
従
前
ノ
例
品
依
ル
コ
ト
ヲ
得

(参J
照
)

明
治
二
十
九
年
(
三
月
二
十
一
日
)
農
商
務
省
令
第
一
披
ハ
米
又
ハ
有

債
券
詮
取
引
市
場
設
立
品
開
λ

ル
規
定
ノ
件
ナ
り
。


